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☆特許庁人事異動 ……………………………… ⑿
☆知的財産研修会《令和元年特許法改正》（特許訴訟に
　おける証拠収集手続きおよび営業秘密保護） …… ⒂

☆中国知財の最新動向　第17回　北京市高級人民法院
　による「商標の権利付与・権利確定の行政事件審理指南」（下） ⑴

＜前回（No.15053、令和元年（2019年）11月15日）

からの続き＞

Ｇ．商標法16条（地理的表示）
商標法16条によると、「商標中に商品の地理的

表示があり、当該商品が当該表示に示された地域
を産地とするものでなく、公衆を誤導する場合」

は、商標登録を受けることはできず、且つ使用を
禁止される。ここにいう「地理的表示」とは、あ
る商品がある地域を産地とし、当該商品の特定の
品質、信用・名誉又はその他の特徴が主に当該地
域の自然的要素又は人文的要素によって決定され
ていることを表す表示をいう。

中国知財の最新動向　第17回

北京市高級人民法院による「商標の権利
付与・権利確定の行政事件審理指南」（下）
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